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○ 総 務 省 令 第 百 十 三 号                                    

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 無 線 局 （ 基

幹 放 送 局 を 除 く 。 ） の 開 設 の 根 本 的 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 六 年 十 二 月 二 十 日 

                               総 務 大 臣 村 上 誠 一 郎 

   無 線 局 （ 基 幹 放 送 局 を 除 く 。 ） の 開 設 の 根 本 的 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

 （ 無 線 局 （ 基 幹 放 送 局 を 除 く 。 ） の 開 設 の 根 本 的 基 準 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 無 線 局 （ 基 幹 放 送 局 を 除 く 。 ） の 開 設 の 根 本 的 基 準 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十

二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な

い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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改  正  後 改  正  前 

 （ 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 ）  （ 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 ） 

第 三 条 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 は 、 次 の 各 号 の 条 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。 第 三 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 七 略 ］  ［ 一 ～ 七 同 上 ］ 

 八 そ の 局 が 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯

移 動 地 球 局 で あ る と き は 、 そ の 局 の 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 用 に

供 す る た め に 当 該 無 線 局 と 同 一 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 を 現 に 開 設 し 、 運 用 す る 者 で あ る こ と 。 

 ［ 新 設 ］ 

 九 そ の 局 が 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯

移 動 地 球 局 又 は 地 球 局 で あ る と き は 、 そ れ ら の 局 の 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 電 気 通 信 役

務 の 提 供 の 用 に 供 す る た め に 当 該 無 線 局 と 同 一 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 又 は 陸 上 移 動 中 継 局 を 現 に 開 設

し 、 運 用 す る 者 で あ る こ と 。 

 ［ 新 設 ］ 

 十 ［ 略 ］  八 ［ 同 上 ］ 

第 七 条 の 三 特 別 業 務 の 局 で あ つ て 、 既 設 の 無 線 局 の 通 信 を 抑 止 す る 業 務 の 用 に 供 す る も の に つ

い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の 条 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 七 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 そ の 局 は 、 次 に 掲 げ る 既 設 の 無 線 局 （ 第 三 号 に お い て 「 携 帯 無 線 通 信 等 の 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 通 信 を 抑 止 し 、 建 物 そ の 他 の 施 設 に お け る 静 穏 を 保 持 す る こ と そ の 他 一 定 の 公 共 の

利 益 の た め に 行 わ れ る こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の で あ る こ と 。 

二 ［ 同 上 ］ 

  ［ ⑴ ～ ⑶ 略 ］   ［ ⑴ ～ ⑶ 同 上 ］ 

  ⑷ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 （ 設 備 規 則 第 三 条 第 九 号 に 規 定 す る 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を い う 。 ） を 行

う 携 帯 移 動 地 球 局 若 し く は 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に お い て 無 線 設 備 の

条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て 無 線

設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 若 し く は 地 球 局 に 限 る 。 ） 又 は 当 該 携 帯 移 動

地 球 局 若 し く は 地 球 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 

  ［ 新 設 ］ 

 ［ 三 略 ］   ［ 三 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規

定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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改  正  後 改  正  前 

 （ 業 務 の 分 類 及 び 定 義 ）  （ 業 務 の 分 類 及 び 定 義 ） 

第 三 条 ［ 略 ］ 第 三 条 ［ 同 上 ］ 

２ 宇 宙 無 線 通 信 の 業 務 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 当 該 各 号 に 定 め る と お り 定 義 す る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

 三 携 帯 移 動 衛 星 業 務 携 帯 移 動 地 球 局 と 携 帯 基 地 地 球 局 と の 間 又 は 携 帯 移 動 地 球 局 相 互 間 の

衛 星 通 信 （ 地 球 局 又 は 携 帯 移 動 地 球 局 の 中 継 に よ る も の を 含 む 。 ） の 業 務 を い う 。 

 三 携 帯 移 動 衛 星 業 務 携 帯 移 動 地 球 局 と 携 帯 基 地 地 球 局 と の 間 又 は 携 帯 移 動 地 球 局 相 互 間 の

衛 星 通 信 の 業 務 を い う 。 

［ ３ 略 ］ ［ ３ 同 上 ］ 

 （ 無 線 局 の 種 別 及 び 定 義 ）  （ 無 線 局 の 種 別 及 び 定 義 ） 

第 四 条 無 線 局 の 種 別 を 次 の と お り 定 め 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り 定 義 す る 。 第 四 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 二 十 略 ］  ［ 一 ～ 二 十 同 上 ］ 

 二 十 の 二 地 球 局 宇 宙 局 と 通 信 を 行 い 、 若 し く は 受 動 衛 星 そ の 他 の 宇 宙 に あ る 物 体 を 利 用 し

て 通 信 （ 宇 宙 局 と の も の を 除 く 。 ） を 行 う た め 、 又 は 携 帯 基 地 地 球 局 と 携 帯 移 動 地 球 局 と の

間 及 び 携 帯 移 動 地 球 局 相 互 間 の 衛 星 通 信 の う ち 人 工 衛 星 局 と 携 帯 移 動 地 球 局 と の 間 の 通 信 の

中 継 を 行 う た め 、 地 表 又 は 地 球 の 大 気 圏 の 主 要 部 分 に 開 設 す る 無 線 局 を い う 。 

 二 十 の 二 地 球 局 宇 宙 局 と 通 信 を 行 な い 、 又 は 受 動 衛 星 そ の 他 の 宇 宙 に あ る 物 体 を 利 用 し て

通 信 （ 宇 宙 局 と の も の を 除 く 。 ） を 行 な う た め 、 地 表 又 は 地 球 の 大 気 圏 の 主 要 部 分 に 開 設 す

る 無 線 局 を い う 。 

 ［ 二 十 の 三 ～ 二 十 九 略 ］  ［ 二 十 の 三 ～ 二 十 九 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

第 九 条 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る 場 合 は 、 第 七 条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る 期 間 に 満 た な い 期 間 を 免 許 等 の 有 効 期 間 と す る こ と

が で き る 。 

第 九 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 四 略 ］  ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

 五 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 と 同 一 の 周 波 数 を 使 用 す る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 地 球 局 の 免 許 又 は

再 免 許 を 与 え る と き 。 

 ［ 新 設 ］ 

 （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ）  （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二 ［ 略 ］ 第 十 五 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

２ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 略 ］ 

 四 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て

無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 に 限 る 。 ） 

 ［ 新 設 ］ 

 （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ）  （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線

局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 十 五 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

 三 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 地 球 局  三 ［ 同 上 ］ 

  ⑴ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 地 球 局 に 係 る も の   ［ 新 設 ］ 

  ⑵ ～ ⑸ ［ 略 ］   ⑴ ～ ⑷ ［ 同 上 ］ 

 ［ 四 略 ］  ［ 四 同 上 ］ 
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 五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局  五 ［ 同 上 ］ 

  ［ ⑴ ～ ⑼ 略 ］   ［ ⑴ ～ ⑼ 同 上 ］ 

  ⑽ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に 規 定 す る 技 術 基 準   ［ 新 設 ］ 

  ⑾ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 移 動 地 球 局 に 係 る も の   ［ 新 設 ］ 

  ⑿ ～ ⒆ ［ 略 ］   ⑽ ～ ⒄ ［ 同 上 ］ 

 ［ 六 ～ 十 二 略 ］  ［ 六 ～ 十 二 同 上 ］ 

 （ 簡 易 な 操 作 ）  （ 簡 易 な 操 作 ） 

第 三 十 三 条 法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 簡 易 な 操 作 は 、 次 の と お り と す る 。 た

だ し 、 第 三 十 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 操 作 を 除 く 。 

第 三 十 三 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 五 略 ］  ［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

 六 次 に 掲 げ る 無 線 局 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 の 外 部 の

転 換 装 置 で 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ さ な い も の の 技 術 操 作 

 六 ［ 同 上 ］ 

  ［ ⑴ ～ ⑷ 略 ］   ［ ⑴ ～ ⑷ 同 上 ］ 

  ⑸ 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使

用 す る も の で あ つ て 、 屋 内 そ の 他 他 の 無 線 局 の 運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を

与 え る お そ れ が な い 場 所 に 設 置 す る も の に 限 る 。 以 下 「 特 定 地 球 局 」 と い う 。 ） 

  ［ 新 設 ］ 

  ⑹ ［ 略 ］   ⑸ ［ 同 上 ］ 

 ［ 七 ・ 八 略 ］  ［ 七 ・ 八 同 上 ］ 

 （ 備 付 け を 要 す る 業 務 書 類 ）  （ 備 付 け を 要 す る 業 務 書 類 ） 

第 三 十 八 条 ［ 略 ］ 第 三 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ７ 略 ］ ［ ２ ～ ７ 同 上 ］ 

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い

書 類 は 免 許 状 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 無 線 局 に あ つ て は 、 免

許 状 及 び 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 の 写 し ） と し 、 当 該 包 括 免 許 に 係 る 手 続

を 行 う 包 括 免 許 人 の 事 務 所 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 項 の 規 定

は 、 当 該 免 許 状 に つ い て 準 用 す る 。 

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い

書 類 は 免 許 状 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 無 線 局 に あ つ て は 、 免 許 状 及 び

法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 の 写 し ） と し 、 当 該 包 括 免 許 に 係 る 手 続 を 行 う 包

括 免 許 人 の 事 務 所 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 項 の 規 定 は 、 当 該 免

許 状 に つ い て 準 用 す る 。 

［ ９ ～ 1
1  略 ］ ［ ９ ～ 1
1  同 上 ］ 

 （ 免 許 人 以 外 の 者 に 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 を 行 わ せ る こ と が で き る 無 線 局 ）  （ 免 許 人 以 外 の 者 に 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 を 行 わ せ る こ と が で き る 無 線 局 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 三 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。 
第 四 十 一 条 の 二 の 三 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

 三 特 定 地 球 局  ［ 新 設 ］ 

 （ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ）  （ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と お り と す る 。 第 四 十 一 条 の 二 の 六 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 十 五 略 ］  ［ 一 ～ 十 五 同 上 ］ 

 十 六 地 球 局 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の

条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 で あ つ て 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 に よ

 十 六 地 球 局 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に 限 る 。 ） 
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る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 用 に 供 す る 陸 上 移 動 中 継 局 と 同 一 の 無 線 設 備 を 用 い る も の に 限

る 。 ） 

 ［ 十 七 ～ 二 十 六 略 ］  ［ 十 七 ～ 二 十 六 同 上 ］ 

 （ 同 等 特 定 無 線 局 区 分 ）  （ 同 等 特 定 無 線 局 区 分 ） 

第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 法 第 百 三 条 の 二 第 七 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 分 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局

（ 同 項 に 規 定 す る 特 定 無 線 局 に 限 る 。 ） の 区 分 と す る 。 

第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 設 備 規 則 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 携 帯 移 動 衛 星 デ ー タ 通 信 又 は 同 条 第 九 号 に 規 定 す る 携 帯

移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 又 は 第 四 十 九 条 の 二

十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 を 除 く 。 ） 

 二 設 備 規 則 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 携 帯 移 動 衛 星 デ ー タ 通 信 又 は 同 条 第 九 号 に 規 定 す る 携 帯

移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 

 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 

 ［ 新 設 ］ 

 四 ［ 略 ］   三 ［ 同 上 ］ 

 五 ［ 略 ］   四 ［ 同 上 ］ 

  

 （ 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の 幅 ）  （ 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の 幅 ） 

第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 五 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の 幅 は 、 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域

使 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局

（ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ る も の に 限 る 。 以 下 こ の

条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 一 の 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許

人 が 同 一 の 者 で あ る も の に 係 る 当 該 指 定 周 波 数 ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た 周 波 数 帯 の 帯 域

幅 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 合 わ せ た 周 波 数 帯 に 法 別 表 第 八 備 考 に 規 定 す る 指 定 に 係 る

広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 周 波 数 の 電 波 に 係 る 部 分 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 若 し く

は 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 が 使

用 す る 周 波 数 の 電 波 に 係 る 部 分 が あ る と き は 、 そ れ ぞ れ こ れ ら の 部 分 に 係 る 帯 域 幅 を 当 該 帯 域

幅 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 と み な し て 、 こ の 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 五 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の 幅 は 、 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域

使 用 電 波 に 該 当 す る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局

（ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ る も の に 限 る 。 以 下 こ の

条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 一 の 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許

人 が 同 一 の 者 で あ る も の に 係 る 当 該 指 定 周 波 数 ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た 周 波 数 帯 の 帯 域

幅 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 合 わ せ た 周 波 数 帯 に 法 別 表 第 八 備 考 に 規 定 す る 指 定 に 係 る

広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 周 波 数 に 係 る 部 分 が あ る と き は 、 当 該 部 分 に 係 る 帯 域 幅 を 当 該 帯 域 幅

の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 と み な し て 、 こ の 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 周 波 数 帯 に 係 る 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の

幅 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 帯 域 幅 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 各 号 の 合 わ せ た 周 波

数 帯 に 法 別 表 第 八 備 考 に 規 定 す る 指 定 に 係 る 広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 周 波 数 の 電 波 に 係 る 部 分

又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 若 し く は 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備

の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 が 使 用 す る 周 波 数 の 電 波 に 係 る 部 分 が あ る と き は 、 そ

れ ぞ れ こ れ ら の 部 分 に 係 る 帯 域 幅 を 当 該 帯 域 幅 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 と み な し て 、 こ の

項 の 規 定 を 適 用 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 周 波 数 帯 に 係 る 同 等 特 定 無 線 局 区 分 の 周 波 数 の

幅 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 帯 域 幅 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 各 号 の 合 わ せ た 周 波

数 帯 に 法 別 表 第 八 備 考 に 規 定 す る 指 定 に 係 る 広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 周 波 数 に 係 る 部 分 が あ る

と き は 、 当 該 部 分 に 係 る 帯 域 幅 を 当 該 帯 域 幅 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 と み な し て 、 こ の 項

の 規 定 を 適 用 す る 。 

一 第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 第 一 号 又 は 第 四 号 に 係 る 開 設 し て い る 無 線 局 が 時 分 割 複 信 方 式 に

よ る 無 線 通 信 を 行 う 周 波 数 帯 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 当 該 指 定

周 波 数 に 係 る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 （ 当 該 無 線 局 の 免 許 人 が 通 信 の 相

手 方 と す る 移 動 し な い 無 線 局 の 免 許 人 と 同 一 の 者 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） で あ つ て 、 一 の 同 等

特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許 人 が 同 一 の 者 で あ る も の に 係 る 当 該 指 定 周 波 数

一 第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 第 一 号 又 は 第 三 号 に 係 る 開 設 し て い る 無 線 局 が 時 分 割 複 信 方 式 に

よ る 無 線 通 信 を 行 う 周 波 数 帯 同 等 特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 使 用 電 波 に 該 当 す る 当 該 指 定

周 波 数 に 係 る 指 定 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 （ 当 該 無 線 局 の 免 許 人 が 通 信 の 相 

手 方 と す る 移 動 し な い 無 線 局 の 免 許 人 と 同 一 の 者 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） で あ つ て 、 一 の 同 等 

特 定 無 線 局 区 分 に 係 る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許 人 が 同 一 の 者 で あ る も の に 係 る 当 該 指 定 周 波 数
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ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た 周 波 数 帯 の 帯 域 幅 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 ご と の 占 有 周 波 数 帯 を 合 わ せ た 周 波 数 帯 の 帯 域 幅 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 帯 域 幅 
［ 二 略 ］ ［ 二 同 上 ］ 

 （ 権 限 の 委 任 ）  （ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄

総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 、 第 五

号 の 二 及 び 第 六 号 の 二 に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

第 五 十 一 条 の 十 五 ［ 同 上 ］ 

一 法 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 第 一 項 、 第 七 条 か ら 第 十 二 条 ま で 、 第 十 四

条 第 一 項 、 第 十 五 条 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 九 項

及 び 第 十 項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 七 条 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 第

一 項 、 第 二 十 七 条 の 四 、 第 二 十 七 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 六 、 第 二 十 七 条 の

八 、 第 二 十 七 条 の 九 、 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二

十 七 条 の 二 十 二 か ら 第 二 十 七 条 の 二 十 五 ま で 、 第 二 十 七 条 の 二 十 六 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第

二 十 七 条 の 二 十 七 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 八 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の

三 十 、 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 第 二 十 七 条 の 三 十 二 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 三 （ 第 三 項 を 除

く 。 ） 、 第 二 十 七 条 の 三 十 四 、 第 二 十 七 条 の 三 十 五 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 法 第 五 十 一 条 （ 法

第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 条 の 七 第 二 項 （ 法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 五 条 、 第 七 十 六 条 第 一 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四

項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二

項 、 第 三 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 及 び 第 六 項 並 び に 第 八 十 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 で あ つ て 、 次 の 無 線 局 （ 法

第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 の 開 設 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す る も の 

 ［ 一 同 上 ］ 

 ⑴ 固 定 局 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測

位 局 、 地 球 局 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設

備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 に 限 る 。 ） 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球

局 、 非 常 局 、 ア マ チ ュ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 及 び 特

別 業 務 の 局 

  ⑴ 固 定 局 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測

位 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 非 常 局 、 ア マ チ ュ

ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

 ［ ⑵ 略 ］   ［ ⑵ 同 上 ］ 

［ 一 の 二 ～ 八 略 ］  ［ 一 の 二 ～ 八 同 上 ］ 

２ 前 項 の 所 轄 総 合 通 信 局 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ

る 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 と す る 。 
２ ［ 同 上 ］ 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

三 宇 宙 局 並 び に 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無

線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ

る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） で あ つ

て 、 そ の 通 信 の 相 手 方 が 人 工 衛 星 局 で

あ る も の 及 び 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線

申 請 者 又 は 免 許 人 の 住 所 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
三 宇 宙 局 並 び に 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無

線 局 で あ つ て 、 そ の 通 信 の 相 手 方 が 人

工 衛 星 局 で あ る も の 及 び 包 括 免 許 に 係

る 特 定 無 線 局 と 通 信 の 相 手 方 を 同 じ く

す る 外 国 の 無 線 局 

申 請 者 又 は 免 許 人 の 住 所 
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局 と 通 信 の 相 手 方 を 同 じ く す る 外 国 の

無 線 局 
［ 略 ］ ［ 略 ］ 

 

 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

  

別 表 第 二 号 変 更 検 査 を 要 し な い 場 合 （ 第 十 条 の 四 関 係 ） 別 表 第 二 号 ［ 同 上 ］ 

 一 無 線 設 備 の 設 置 場 所 の 変 更 で 次 に 掲 げ る も の の 場 合  一 ［ 同 上 ］ 

  ［ ⑴ ～ ⑷ 略 ］   ［ ⑴ ～ ⑷ 同 上 ］ 

  ⑸ 特 定 地 球 局 に 係 る も の   ［ 新 設 ］ 

  ⑹ ［ 略 ］   ⑸ ［ 同 上 ］ 

 ［ 二 略 ］  ［ 二 同 上 ］ 

  

別表第二号の二の二（第 11 条の２の３関係） 別表第二号の二の二（第 11 条の２の３関係） 

［略］ ［略］ 

10 包括免許に係る特定無線局（第 15 条の

２第２項第１号、第３号及び第４号に掲

げる無線局に係るものに限る。） 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

［同左］ ［同左］ 

10 包括免許に係る特定無線局（第 15 条の

２第２項第１号及び第３号に掲げる無線

局に係るものに限る。） 

［同左］ 

［同左］ ［同左］ 
 

 ［注略］  ［注同左］ 

  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ

。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る

も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

 （ 申 請 の 手 続 の 簡 略 ）  （ 申 請 の 手 続 の 簡 略 ） 

第 十 五 条 の 二 の 二 ［ 略 ］ 第 十 五 条 の 二 の 二 ［ 同 上 ］ 

２ 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う 。 ） 又 は 実 験 試 験 局 で あ つ て 、 法 第 六 条 第 一

項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 工

事 落 成 の 予 定 期 日 、 そ の 他 の 無 線 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） 及 び

無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 他 の

一 の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ

く す る も の 並 び に 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 設 備 規 則 第 九 条 の 四 第 七 号 イ に 規 定 す る Ｐ Ｈ Ｓ の 基

地 局 （ 以 下 「 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 」 と い う 。 ） 、 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 六 号 ⑴ に 規 定 す る フ ェ ム ト

セ ル 基 地 局 （ 以 下 単 に 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 、 同 号 ⑵ に 規 定 す る 特 定 陸 上 移 動 中

継 局 （ 以 下 単 に 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う 。 ） 又 は 同 号 ⑸ に 規 定 す る 特 定 地 球 局 （ 以 下 単

に 「 特 定 地 球 局 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信 局 の

管 轄 区 域 内 に あ り 、 か つ 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 無 線 設 備 の 設

置 場 所 及 び 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） を 同 じ く す る も の の 免 許 の 申 請 は 、 そ の 申 請 を 同 時

に 行 う 場 合 に 限 り 、 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 に 同 時 に 申 請 し よ う と す

る 無 線 局 の 局 数 及 び 無 線 局 ご と の 無 線 設 備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、 運 用 開 始 の 予 定 期 日 、 無 線

設 備 の 設 置 場 所 （ Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 、 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 特 定 地 球 局

に 限 る 。 ） 、 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に 限 る 。 ） 等 を 明 示 し た 上 、

当 該 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び 添 付 書 類 の み を 提 出 す る こ と に よ つ て 行 う こ と が で き

る 。 

２ 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 設 備 規 則 第 五 十 四 条 の 三 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う 。 ） 又 は 実 験 試 験 局 で あ つ て 、 法 第 六 条 第 一

項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 工

事 落 成 の 予 定 期 日 、 そ の 他 の 無 線 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） 及 び

無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 他 の

一 の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ

く す る も の 並 び に 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 設 備 規 則 第 九 条 の 四 第 七 号 イ に 規 定 す る Ｐ Ｈ Ｓ の 基

地 局 （ 以 下 「 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 」 と い う 。 ） 、 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 六 号 ⑴ に 規 定 す る フ ェ ム ト

セ ル 基 地 局 （ 以 下 単 に 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 又 は 同 号 ⑵ に 規 定 す る 特 定 陸 上 移 動

中 継 局 （ 以 下 単 に 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い

ず れ も 同 一 総 合 通 信 局 の 管 轄 区 域 内 に あ り 、 か つ 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲

げ る 事 項 （ 無 線 設 備 の 設 置 場 所 及 び 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） を 同 じ く す る も の の 免 許 の

申 請 は 、 そ の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に 限 り 、 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類

に 同 時 に 申 請 し よ う と す る 無 線 局 の 局 数 及 び 各 無 線 局 ご と の 無 線 設 備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、

運 用 開 始 の 予 定 期 日 、 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 又 は 特 定 陸

上 移 動 中 継 局 に 限 る 。 ） 、 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に 限 る 。 ） 等 を

明 示 し た 上 、 当 該 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び 添 付 書 類 の み を 提 出 す る こ と に よ つ て 行

う こ と が で き る 。 

 ［ ３ ・ ４ 略 ］  ［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

 （ 様 式 等 ）  （ 様 式 等 ） 

第 二 十 一 条 ［ 略 ］ 第 二 十 一 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ ２ ～ ５ 略 ］  ［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

６ 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 実 験 試 験 局 に つ い て は 、 無 線 設 備 の 常 置 場

所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く

す る 場 合 及 び 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯

無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 、 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ

ス シ ス テ ム の 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る

地 球 局 に つ い て は そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信 局 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合

は 、 一 の 免 許 状 を 交 付 す る こ と が あ る 。 

６ 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 実 験 試 験 局 に つ い て は 、 無 線 設 備 の 常 置 場

所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く

す る 場 合 及 び 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯

無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク

セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 に つ い て は そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も

同 一 総 合 通 信 局 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合 は 、 一 の 免 許 状 を 交 付 す る こ と が あ る 。 

  

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸 別表第二号第２ ［同左］ 
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局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、

実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動

局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無

線局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるも

のとして認めた場合は、それによることができる。） 

 ［略］  ［同左］ 

 ［様式略］  ［様式同左］ 

 ［注1～17 略］  ［注1～17 同左］ 

 18 17の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を

要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

 18 ［同左］ 

  ⑴ 移動しない無線局の場合（ＰＨＳの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局

及び特定地球局の場合を除く。） 

  ⑴ 移動しない無線局の場合（ＰＨＳの基地局、フェムトセル基地局及び特定陸上移動中継

局の場合を除く。） 

   ［ア～ウ 略］    ［ア～ウ 同左］ 

  ［⑵・⑶ 略］   ［⑵・⑶ 同左］ 

  ⑷ 特定地球局の場合 

    設置場所の□にレ印を付け、無線設備の設置場所を「何県何市何町○－○－○何内」 

のように記載すること。 

  ［新設］ 

  ⑸ ［略］   ⑷ ［同左］ 

 ［注19～25 略］  ［注19～25 同左］ 

  

別表第二号の四 ［略］ 別表第二号の四 ［同左］ 

 ［１枚目～３枚目略］  ［１枚目～３枚目同左］ 

 ４枚目（地球局（ＶＳＡＴ地球局又は設備規則第49条の23の８に規定する地球局に限る。）、

設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の４、第49条の23の

５、第49条の23の６、第49条の23の７、第49条の23の８、第49条の24の２及び第49条の24の

３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ４枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、第49条の23の５、49条の23の６、第49条の24の２及び第49条の24の３に規定する

携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ［表略］  ［表同左］ 

 ５枚目（地球局（ＶＳＡＴ地球局又は設備規則第49条の23の８に規定する地球局に限る。）、

設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の４、第49条の23の

５、第49条の23の６、第49条の23の７、第49条の23の８、第49条の24の２及び第49条の24の

３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ５枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条

の23の４、第49条の23の５、第49条の23の６、第49条の24の２及び第49条の24の３に規定す

る携帯移動地球局の場合に限る。） 

 ［表略］  ［表同左］ 

［注略］ ［注同左］ 

  

 別表第三号の五 包括免許（施行規則第15条の２第２項第１号、第３号及び第４号に掲げる無

線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。）に係る特定無線局の開設又は変更届

 別表第三号の五 包括免許（施行規則第15条の２第２項第１号及び第３号に掲げる無線局に係

るものに限る。以下この別表において同じ。）に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様
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出書の様式（第24条の２第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた

場合は、それによることができる。） 

式（第24条の２第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、

それによることができる。） 

 ［略］  ［同左］ 

 ［１～３ 略］  ［１～３ 同左］ 

 ［注１～３ 略］  ［注１～３ 同左］ 

 ４ ２の欄は、次によること。  ４ ［同左］ 

  ［⑴～⑷ 略］   ［⑴～⑷ 同左］ 

  ⑸ ⑤の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要

しない。 

  ⑸ ［同左］ 

   ［ア 略］    ［ア 同左］ 

   イ 特定地球局にあつては、無線設備の設置場所を「何県何市何町○－○－○何内」 

のように記載すること。 

   ［新設］ 

   ウ ［略］    イ ［同左］ 

  ［⑹・⑺ 略］   ［⑹・⑺ 同左］ 

 ［５・６ 略］  ［５・６ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 四 条 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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改  正  後 改  正  前 
目 次 目 次 

 ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］  ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

 第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件  第 四 章 ［ 同 上 ］ 

  ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 九 の 二 略 ］   ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 十 九 の 二 同 上 ］ 

  第 四 節 の 二 十 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 三 ｜ 第 四 十 九 
条 の 二 十 三 の 八 ） 

  第 四 節 の 二 十 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 二 十 三 ｜ 第 四 十 九 

条 の 二 十 三 の 六 ） 

  ［ 第 四 節 の 二 十 一 ～ 第 九 節 略 ］   ［ 第 四 節 の 二 十 一 ～ 第 九 節 同 上 ］ 

 ［ 第 五 章 略 ］ 

 附 則 

 ［ 第 五 章 同 上 ］ 

 附 則 

 （ 定 義 ）  （ 定 義 ） 

第 三 条 こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 第 三 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 九 の 二 略 ］  ［ 一 ～ 九 の 二 同 上 ］ 

 九 の 三 「 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 移 動 衛 星 通 信 」 と は 、 通 信 方 式 に 直

交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方 式 及 び シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 周 波 数 分 割 複 信 方 式 を 用 い る 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を い う 。 

 ［ 新 設 ］ 

 ［ 十 ～ 十 六 略 ］  ［ 十 ～ 十 六 同 上 ］ 

 （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ）  （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

送 信 設 備 許 容 偏 差 
上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

十 九 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

(一
)

 第 四 十 九 条 の 二 十 二 に 規 定 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 を 行 う

無 線 局 の 送 信 設 備 

(二
)

 第 二 十 四 条 第 十 項 に 規 定 す る 狭 域 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局

の 送 信 設 備 

(三
)

 狭 域 通 信 シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の 試 験 の た め

の 通 信 を 行 う 無 線 局 の 送 信 設 備 

(四
)

 七 〇 〇 ＭＨ
ｚ

帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 固 定 局 又 は 基 地 局 の

送 信 設 備 

(五
)

 第 四 十 九 条 の 四 の 二 の 二 に 規 定 す る 気 象 観 測 を 行 う 無 線

標 定 陸 上 局 の 送 信 設 備 

二 〇 五 〇 

二 十 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

八 七 七 九 

送 信 設 備 許 容 偏 差 

上 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

下 限 （ パ ー

セ ン ト ） 

 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

十 九 次 に 掲 げ る 送 信 設 備 

(一
)

 第 四 十 九 条 の 二 十 二 に 規 定 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 を 行 う

無 線 局 の 送 信 設 備 

(二
)

 第 二 十 四 条 第 十 項 に 規 定 す る 狭 域 通 信 シ ス テ ム の 基 地 局

の 送 信 設 備 

(三
)

 狭 域 通 信 シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の 試 験 の た め

の 通 信 を 行 う 無 線 局 の 送 信 設 備 
(四

)

 七 〇 〇 ＭＨ
ｚ

帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 固 定 局 又 は 基 地 局 の

送 信 設 備 

(五
)

 第 四 十 九 条 の 四 の 二 の 二 に 規 定 す る 気 象 観 測 を 行 う 無 線

標 定 陸 上 局 の 送 信 設 備 

 

 

二 〇 五 〇 
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移 動 衛 星 通 信 を 行 う 無 線

局 の 送 信 設 備 

れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 の 送

信 設 備 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は

地 球 局 の 送 信 設 備 で あ つ て 、

携 帯 移 動 地 球 局 （ 携 帯 移 動 衛

星 通 信 の 中 継 を 行 う 携 帯 移 動

地 球 局 を 除 く 。 ） と 通 信 を 行

う も の 

八 七 六 二 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お

い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら

れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は

地 球 局 の 送 信 設 備 で あ つ て 、

人 工 衛 星 局 と 通 信 を 行 う も の 

八 七 七 四 

二 十 一 そ の 他 の 送 信 設 備 ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 十 そ の 他 の 送 信 設 備 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ）  （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 ［ 略 ］ 第 二 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ 3
4  略 ］ ［ ２ ～ 3
4  同 上 ］ 

3
5  第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 並 び に 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す

る 携 帯 移 動 地 球 局 及 び 地 球 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 に 定

め る と お り と す る 。 

周 波 数 帯 副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇 〇 MH
z

未 満 任 意 の 一 〇 〇 kH
z

幅 で （ － ） 五 七 デ シ ベ

ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す

る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 以 下

の 値 

一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 一 二 ・ 七 五 GH
z

以 下 任 意 の 一 MH
z

幅 で （ － ） 四 七 デ シ ベ ル 以

下 の 値 
 

［ 新 設 ］ 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携

帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 九 二 〇 MH
z

を 超 え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送

信 し 、 二 、 一 一 〇 MH
z

を 超 え 二 、 一 七 〇 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る も の （ 次 条 に 規 定 す る

無 線 設 備 を 除 く 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

 一 一 般 的 条 件 

  イ 通 信 方 式 は 、 携 帯 移 動 地 球 局 か ら 人 工 衛 星 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て は シ ン グ ル キ ャ リ

ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す る 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

  ロ 人 工 衛 星 局 と 通 信 を 行 う 個 々 の 携 帯 移 動 地 球 局 の 送 信 装 置 が 自 動 的 に 識 別 さ れ る も の で
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あ る こ と 。 

  ハ 一 の 人 工 衛 星 局 の 通 話 チ ャ ネ ル か ら 他 の 人 工 衛 星 局 の 通 話 チ ャ ネ ル へ の 切 替 え が 自 動 的

に 行 わ れ る こ と 。 

  ニ 複 数 の 空 中 線 か ら 同 一 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 無 線 設 備 の 空 中 線 電 力 は 、 各 空 中 線 端

子 に お け る 値 の 総 和 と す る こ と 。 

  ホ チ ャ ネ ル 間 隔 は 、 五 MH
z

と す る こ と 。 

二 送 信 装 置 の 条 件 

隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 

２ 前 項 の 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す

る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 は 、 通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 の 電 波 を 受 信 す る こ と に よ つ て

自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

 二 通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 か ら の 制 御 情 報 に 基 づ き 空 中 線 電 力 が 必 要 最 小 限 と な る よ

う 自 動 的 に 制 御 す る 機 能 を 有 す る こ と 。 

 三 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 漏 え い 電 力 は 、 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 、 空 中 線 端 子 に お い

て 、 任 意 の 四 ・ 五 MH
z

幅 で （ － ） 四 八 ・ 五 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以

下 で あ る こ と 。 

 四 空 中 線 電 力 は 、 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

 五 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 三 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対

利 得 三 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 空 中 線 電 力 の 最 大 値 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低

下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

 

第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 移 動 衛 星 通 信 の 中 継 を

行 う 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 地 球 局 （ 人 工 衛 星 局 と 携 帯 移 動 地 球 局 と の 間 の 通 信 が 不 可 能 な 場 合 、

そ れ ら の 局 の 間 の 通 信 の 中 継 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 移 動 し な い 地 球 局 を い う 。 ） の 無 線 設

備 で あ つ て 、 一 、 九 二 〇 MH
z

を 超 え 一 、 九 八 〇 MH
z

以 下 及 び 二 、 一 一 〇 MH
z

を 超 え 二 、 一 七 〇 MH
z

以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件 （ 地 球 局 の 無 線 設 備 に あ つ て は 、 第 二 号

に 限 る 。 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

 一 一 般 的 条 件 

   人 工 衛 星 局 と 通 信 を 行 う 個 々 の 携 帯 移 動 地 球 局 の 送 信 装 置 が 自 動 的 に 識 別 さ れ る も の で あ

る こ と 。 

二 送 信 装 置 の 条 件 

   隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 値 に 適 合 す る こ と 。 

 

２ 前 項 の 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 は 、 同 項 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 人 工 衛 星 局 対 向 器 （ 携 帯 移 動 地 球 局 （ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 無

線 設 備 で あ つ て 、 人 工 衛 星 局 と 通 信 を 行 う も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 空 中 線 電 力 の 総 和

は 、 四 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 
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 二 人 工 衛 星 局 対 向 器 の 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 九 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

 三 携 帯 移 動 地 球 局 対 向 器 （ 携 帯 移 動 地 球 局 （ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ）

の 無 線 設 備 で あ つ て 、 携 帯 移 動 地 球 局 （ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 の 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） と 通

信 を 行 う も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 空 中 線 電 力 の 総 和 は 、 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る こ

と 。 

 四 携 帯 移 動 地 球 局 対 向 器 の 送 信 空 中 線 の 絶 対 利 得 は 、 〇 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、

等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 〇 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 二 五 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た

と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

 五 人 工 衛 星 局 対 向 器 及 び 携 帯 移 動 地 球 局 対 向 器 の 増 幅 度 （ 人 工 衛 星 局 対 向 器 の 入 力 電 力 に 対

す る 携 帯 移 動 地 球 局 対 向 器 の 出 力 電 力 の 比 又 は 携 帯 移 動 地 球 局 対 向 器 の 入 力 電 力 に 対 す る 人

工 衛 星 局 対 向 器 の 出 力 電 力 の 比 を い う 。 ） 特 性 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 定 め る 値 に 適 合 す る こ

と 。 

 六 他 の 無 線 局 へ の 干 渉 を 防 止 す る た め の 機 能 を 有 す る こ と 。 

  

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

 周波数許容偏差の表  周波数許容偏差の表 

 ［表略］  ［表同左］ 

 ［注１～57 略］  ［注１～57 同左］ 

 58 次に掲げる携帯移動地球局及び地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、

この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

 ［新設］ 

  ⑴ 第49条の23の７に規定する携帯移動地球局 

    次の式により求められる値を許容偏差とする（fは、送信周波数（単位Hz）とする。）。 

     （0.1×f×10-6＋15）Hz 

 

  ⑵ 第49条の23の８に規定する携帯移動地球局及び地球局 

   ア 携帯移動地球局対向器 

     次の式により求められる値を許容偏差とする（fは、送信周波数（単位Hz）とす

る。）。 

     （0.1×f×10-6＋12）Hz 

   イ 人工衛星局対向器 300Hz 

 

  

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

 ［第１～第79 略］  ［第１～第79 同左］ 

 第80 第49条の23の７及び第49条の23の８に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、

第１から第４までの規定にかかわらず、５MHzとする。 

 ［新設］ 

  

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

 ［１～41 略］  ［１～41 同左］ 
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 42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備（14、36、37、41、56、68、69及び71の規定の適用

があるものを除く。）であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発

射の強度の許容値は、２(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とす

る。 

 42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備（14、36、37、41、56、68及び69の規定の適用があ

るものを除く。）であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の

強度の許容値は、２(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。 

 ［43～70 略］  ［43～70 同左］ 

 71 第49条の23の７及び第49条の23の８に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、２

(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 

 ［新設］ 

 72 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から71までの規定にかかわらず、その値

を別に定めることができる。 

 71 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から70までの規定にかかわらず、その値

を別に定めることができる。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 五 条 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ

れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

 （ 特 定 無 線 設 備 等 ）  （ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 九 の 四 略 ］  ［ 一 ～ 九 の 四 同 上 ］ 

 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 無 線 通 信 の 中 継

を 行 う 無 線 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 の 表 十 の 項 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 使 用 す

る た め の 無 線 設 備 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ

て い る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含 む 。 ） で あ つ て 、 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の

範 囲 内 に お い て 同 時 に 送 信 で き る 電 波 の 周 波 数 の 範 囲 が 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 九 〇 パ ー セ

ン ト 以 内 の も の 

 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 無 線 通 信 の 中 継

を 行 う 無 線 局 （ 設 備 規 則 第 十 四 条 の 表 十 の 項 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 使 用 す

る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 範 囲 内 に お い て 同 時 に 送 信 で き る 電 波

の 周 波 数 の 範 囲 が 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 九 〇 パ ー セ ン ト 以 内 の も の 

 十 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 無 線 通 信 の

中 継 を 行 う 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の

無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 又 は 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含 む 。 ） で あ つ て 、

占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 範 囲 内 に お い て 同 時 に 送 信 で き る 電 波 の 周 波 数 の 範 囲 が 占 有 周 波 数

帯 幅 の 許 容 値 の 九 〇 パ ー セ ン ト を 超 え る も の 

 十 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 無 線 通 信 の

中 継 を 行 う 無 線 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 で あ つ て 、 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 範 囲 内 に お

い て 同 時 に 送 信 で き る 電 波 の 周 波 数 の 範 囲 が 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 の 九 〇 パ ー セ ン ト を 超 え

る も の 

 ［ 十 一 ～ 十 一 の 十 八 略 ］  ［ 十 一 ～ 十 一 の 十 八 略 ］ 

 十 一 の 十 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め

ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 七 に お い て

そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含 む 。 ） 

 十 一 の 十 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 及 び 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め

ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 

 ［ 十 一 の 十 九 の 二 ～ 八 十 一 略 ］  ［ 十 一 の 十 九 の 二 ～ 八 十 一 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号 ［ 同 上 ］ 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。 一 ［ 同 上 ］ 

 ［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］  ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

 ⑶ 特 性 試 験 

   申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど う か

に つ い て 審 査 を 行 う 。 

 ⑶ ［ 同 上 ］ 

  ア 次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ ぞ れ

同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ れ と 同 等

以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。 

  ア ［ 同 上 ］ 

   ［ 表 略 ］    ［ 表 同 上 ］ 

［ 注 １ ～ 1
4  略 ］ ［ 注 １ ～ 1
4  同 上 ］ 

1
5  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 （ 設 備 規 則 第 四 十

九 条 の 二 十 九 第 四 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 再 生 中 継 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 中 継

方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 六 第 四 項 に 規 定 す る

無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外

の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 第

1
5  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 （ 設 備 規 則 第 四 十

九 条 の 二 十 九 第 四 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 再 生 中 継 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 中 継

方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 六 第 四 項 に 規 定 す る

無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外

の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 第
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四 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 同 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条

の 二 十 三 の 八 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 を 行 う も の に 限

る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の

中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項 に 規 定

す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 又 は 設 備

規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式

に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 、 実 施 す る 試 験 項 目 に 増 幅 度 特 性 を 含 む 。 

四 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 同 条 第 二 項 第 四 号 に 規 定 す る 無 線 設 備 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条

の 二 十 八 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も

の に 限 る 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式

以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 九 の 二

第 四 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 （ 再 生 中 継 方 式 以 外 の 中 継 方 式 に よ る 中 継 を 行 う も の に 限

る 。 ） に あ つ て は 、 実 施 す る 試 験 項 目 に 増 幅 度 特 性 を 含 む 。 

［ 1
6

～ 2
3  略 ］ ［ 1
6

～ 2
3  同 上 ］ 

［ イ ・ ウ 略 ］ ［ イ ・ ウ 同 上 ］ 

［ 二 ・ 三 略 ］ ［ 二 ・ 三 同 上 ］ 

  

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 

 ［第一～第四 略］  ［第一～第四 同左］ 

 第五 地球局（設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている

地球局を除く。）、航空機地球局又は携帯移動地球局（設備規則第四十九条の二十三の七にお

いてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局及び設備規則第四十九条の二十三の

八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局を除く。）に使用するための

無線設備の工事設計書 

 第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書 

 ［略］  ［同左］ 

 ［注略］  ［注同左］ 

 ［第六 略］  ［第六 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 電 波 の 利 用 状 況 の 調 査 及 び 電 波 の 有 効 利 用 の 程 度 の 評 価 に 関 す る 省 令 の 一 部 改 正 ） 

第 六 条 電 波 の 利 用 状 況 の 調 査 及 び 電 波 の 有 効 利 用 の 程 度 の 評 価 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 令

第 百 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  
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改  正  後 改  正  前 

 （ 利 用 状 況 調 査 に 係 る 無 線 局 の 種 類 ）  （ 利 用 状 況 調 査 に 係 る 無 線 局 の 種 類 ） 

第 三 条 ［ 略 ］ 第 三 条 ［ 同 上 ］ 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動 す る

無 線 局 、 電 気 通 信 業 務 用 人 工 衛 星 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る 人 工 衛 星 局

で あ っ て 、 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 と 同 一 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年

電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 三 条 第 九 号 の 三 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う も の に 限 る 。 第 五 条 に お い て 同 じ 。 ） の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動

す る 無 線 局 及 び 当 該 電 気 通 信 業 務 用 人 工 衛 星 局 と 当 該 移 動 す る 無 線 局 と の 間 の 通 信 を 中 継 す る た

め に 開 設 す る 移 動 し な い 無 線 局 に 係 る 利 用 状 況 調 査 に つ い て は 、 毎 年 、 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 に

係 る 利 用 状 況 調 査 と 併 せ て 行 う も の と す る 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動 す る

無 線 局 に 係 る 利 用 状 況 調 査 に つ い て は 、 毎 年 、 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 に 係 る 利 用 状 況 調 査 と 併

せ て 行 う も の と す る 。 

 （ 利 用 状 況 調 査 の 調 査 事 項 等 ）  （ 利 用 状 況 調 査 の 調 査 事 項 等 ） 

第 五 条 免 許 を 受 け た 無 線 局 に 係 る 法 第 二 十 六 条 の 二 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

第 五 条 ［ 同 上 ］ 

 一 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 、 当 該 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動 す る 無 線 局 、

電 気 通 信 業 務 用 人 工 衛 星 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動 す る 無 線 局 及 び 当 該 電 気 通 信 業 務 用 人 工

衛 星 局 と 当 該 移 動 す る 無 線 局 と の 間 の 通 信 を 中 継 す る た め に 開 設 す る 移 動 し な い 無 線 局 （ 次 号

及 び 第 九 条 に お い て 「 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 等 」 と い う 。 ） に 係 る 利 用 状 況 調 査 に つ い て は 、

次 に 掲 げ る 事 項 

 一 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 及 び 当 該 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 移 動 す る 無 線 局

（ 次 号 及 び 第 九 条 に お い て 「 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 等 」 と い う 。 ） に 係 る 利 用 状 況 調 査 に つ い

て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 

  ［ イ ～ ヲ 略 ］   ［ イ ～ ヲ 同 上 ］ 

 ［ 二 略 ］  ［ 二 同 上 ］ 

［ ２ ～ ７ 略 ］ ［ ２ ～ ７ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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   附 則 
（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ 当 分 の 間 、 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 設 備 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 九 条 の 二

十 三 の 七 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地 球 局 の 包 括 免 許 を 初 め て 受 け た 者 が 、 電 波 法 第 百 三 条 の 二 第 七 項 の

規 定 に よ り 当 該 包 括 免 許 を 受 け る 月 の 属 す る 年 （ 十 月 一 日 か ら 始 ま る 一 年 を い う 。 ） の 電 波 法 施 行

規 則 第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 第 一 号 に 掲 げ る 区 分 の 電 波 利 用 料 を 既 に 納 付 し て い る 場 合 に は 、 同 号

に 掲 げ る 区 分 に 係 る 電 波 利 用 料 及 び 同 項 の 規 定 に よ り 納 付 す べ き 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 電 波

法 施 行 規 則 第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 三 第 三 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 当 該 属 す る 年 の 電 波 利 用 料 （ 当 該 携

帯 移 動 地 球 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 上 限 額 に 係 る 同 等 特 定 無 線 局 区 分 周 波 数 幅 に つ い て は 、 同 条

第 一 号 に 掲 げ る 区 分 の 周 波 数 の 幅 と 同 条 第 三 号 に 掲 げ る 区 分 の 周 波 数 の 幅 を 一 の 周 波 数 の 幅 と み な

し て 電 波 法 施 行 規 則 第 五 十 一 条 の 十 の 二 の 五 の 規 定 を 適 用 す る 。 

３ こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 電 波 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 電 波

法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） を

受 け た 無 線 設 備 （ 技 術 基 準 適 合 証 明 等 を 受 け た と み な さ れ る も の を 含 む 。 ） で あ っ て 、 次 の 表 の 一
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の 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 を 満 た す 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 周 波 数 を 使 用 す る 同 表 の 三 の

欄 に 掲 げ る も の は 、 当 該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 係 る 工 事 設 計 に 変 更 が な い 限 り に お い て 、 同 表 の 一

の 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 を 満 た す 同 表 の 四 の 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 無 線

設 備 で あ っ て 、 同 表 の 五 の 欄 に 掲 げ る 技 術 基 準 に 適 合 す る も の と し て 、 技 術 基 準 適 合 証 明 等 を 受 け

た も の と み な す 。 

一  占 有 周

波 数 帯 幅

の 許 容 値 

二  周 波 数 三  無 線 設 備 四 技 術 基 準 に 適 合 す

る も の と み な す 周 波

数 

五  技 術 基 準 

五 MH
z

 一 、 九 二 〇 MH
z

を 超 え 一 、 九 八

〇 MH
z

以 下 及 び

二 、 一 一 〇 MH
z

を 超 え 二 、 一 七

〇 MH
z

以 下 

設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 に お い て そ

の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る

陸 上 移 動 局 又 は 陸

上 移 動 中 継 局 の 無

線 設 備 
設 備 規 則 第 四 十 九 条 の

六 に お い て そ の 無 線 設

備 の 条 件 が 定 め ら れ て

い る 陸 上 移 動 局 又 は 陸

上 移 動 中 継 局 の 無 線 設

備 と し て 認 証 等 を 受 け

て い る 周 波 数 

第 三 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 設

備 規 則 第 四 十 九

条 の 二 十 三 の 八

に 規 定 す る 技 術

基 準 



 

 

二 十 六 頁 
 

五 MH
z

 一 、 九 二 一 ・ 七

MH
z

を 超 え 一 、

九 八 〇 MH
z

以 下 

 

設 備 規 則 第 四 十 九

条 の 六 の 九 第 二 項

に お い て そ の 無 線

設 備 の 条 件 が 定 め

ら れ て い る 陸 上 移

動 局 の 無 線 設 備 

一 、 九 二 〇 MH
z

を 超 え

一 、 九 八 〇 MH
z

以 下 

（ 中 心 周 波 数 が 一 、 九

二 二 ・ 五 MH
z

か ら 一 、

九 二 四 ・ 一 MH
z

の と き

は 、 連 続 す る 最 大 一 ・

〇 八 MH
z

幅 ） 

第 三 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 設

備 規 則 第 四 十 九

条 の 二 十 三 の 七

に 規 定 す る 技 術

基 準 

４ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る も

の と し 、 無 線 設 備 が 受 け た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を

有 し 、 前 項 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 を 満 た す 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 周 波 数 を

使 用 す る 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る も の は 、 当 該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 係 る 工 事 設 計 に 変 更 が な い 限 り

に お い て 、 同 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 を 満 た す 同 表 の 四 の 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の

電 波 を 送 信 す る 無 線 設 備 で あ っ て 、 同 表 の 五 の 欄 に 掲 げ る 技 術 基 準 に 適 合 す る も の と し て 、 技 術 基

準 適 合 証 明 等 を 受 け た も の と み な す 。 


